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◇新年度の準備は大丈夫ですか！ 

4月から年度がかわり、人事異動や新規採用者を迎えて、新しい体制となる職場がたくさん
あると思います。スムーズに仕事を進めるため、以下の事項の徹底をお願いします。 

１．新規採用者に対する対応 

新たに労働者を雇入れるときは、① 賃金、労働時間、その他の労働条件について書面を交
付して示すこと、② 雇入れ時の安全衛生教育の実施、③ 雇入れ時の健康診断を実施しなけれ
ばなりません。 
不要なトラブルや労働災害発生の防止のために、最初に労働条件や会社の決まり、仕事の安

全確保などについて、きちんと伝えておく必要があります。 
なお、以下の労働条件については書面により通知を行う必要があります。 
 

 

 

労働条件通知書の様式等の労働基準法関係様式は、岩手労働局のホームページよりダウンロ

ードができます。（ 関連リンク ⇒ 組織ごとの情報 ⇒ 労働基準部監督課 ） 

http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku

/gyoumu_naiyou/kijunbu/kantoku.html 

２．協定届などの届出と周知 

労働時間関係の届出書類には、① 時間外労働などを行うために必要な「時間外休日労働に関
する協定届」、② 年間カレンダーを作成して法定労働時間を達成するための「１年単位の変形
労働時間制に関する協定届」など、有効期間が１年であるため、毎年届出が必要なものがあり

ます。年度末で有効期間が終了する場合は、届出をお忘れなく。 
また、新年度から新たに制度を設けて労働条件を変更する事業場も数多くあります。この場

合、③ 就業規則の変更届が必要となります。 

◇「労働災害発生状況」 
１．平成 24 年 (1 月～12 月 )（25 年 2 月末集計分速報値） 
・死亡労働災害：     １ 件（前年同期比 －  5 件） 
・休業四日以上：   １２１ 件（前年同期比 －23 件） 

２．平成 25 年 2 月  
・死亡労働災害：     ０ 件（前年同期比   １ 件） 
・休業四日以上：    ２１ 件（前年同期比 ＋3 件）  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
このニュースへのお問い合わせは 二戸労働基準監督署 ℡０１９５－２３－４１３１まで。 

①労働契約の期間 ②就業の場所・従事すべき業務の内容 ③労働時間に関する事項 

④賃金の決定、計算・支払の方法及び賃金の締切り・支払の時期に関する事項  
⑤退職に関する事項（解雇の事由を含む） 

http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku

